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平 成 ２ ８ 年 ３ 月 前 期 定 例 会 議事録 

・開催日時 平成２８年３月１４日（月曜日）１５時００分～１７時１９分 

・開催場所 人事委員会室                     

・出 席 者 （委 員）大西委員長 松尾委員 江口委員 

     （事務局）社頭事務局長 伊東副事務局長 中野人事主幹  

毛利係長 藤田係長 牛島係長 西川主査 亀﨑副主査 

 

○議事事項 

１ 平成２８年２月後期定例会議事録について 

 

佐賀県人事委員会議事規則第７条第２項の規定に基づき、前回定例会の議事録について、承認 

することを決定した。 

 

２ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正について 

 

改正内容について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

 【説明】 

    学校教育法の改正（義務教育学校の導入）をうけ、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部が 

改正されることに伴い、規則条文の見出しを改正する必要があるため、所要の改正を行うこととした。 

（施行期日 平成２８年４月１日） 

 

３ 佐賀県職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について 

 

   対応要領について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。  

 

 【説明】 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）の平成２８年４月１

日施行に伴い、人事委員会事務局職員が障害を理由とする差別の解消の推進に関し適切に対応するた

め、必要な事項を「佐賀県職員における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」で定

める 。 

 

４ 特定任期付職員業績手当の支給に係る協議について 

 

佐賀県知事から一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第７条第４項の規定に 

よる特定任期付職員業績手当の支給について協議があり、その内容について事務局が説明し、検 

討の結果、異議はないことを決定した。 

 なお、特定任期付職員の採用時におけるミッションに照らし、当協議や報告のあり方について 

任命権者とも協議のうえ、改めて整理することとされた。 
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【意見】 

（松尾委員） 

  特定任期付職員業績手当を支給しない場合も、各年度毎に業績評価の判断について報告を受けてきた。

今回は、平成２７年度の業績について評価した結果、支給することに異議はないとすること。 

                                             

５ 昭和４８年佐教祖事案等に係る不利益処分についての審査請求の棄却の決定等について 

 

佐教組５事案（昭４８.４.２７統一行動事案、昭５０.１１.２９等統一行動事案、昭５２.４.

１５等統一行動事案、昭５７.１２.１６等統一行動事案、昭５９.１０.２６統一行動事案）につ

いて、審査請求人の所在調査を行い、平成２７年２月２８日までに死亡し、相続人等から承継の

届出がなされなかったものについての審査を打ち切り、審査請求を棄却する決定をした。 

 

【説明】 

・昭４８.４.２７統一行動事案    ６７名分 

・昭５０.１１.２９等統一行動事案  ７１名分 

  ・昭５２.４.１５等統一行動事案   ５９名分 

・昭５７.１２.１６等統一行動事案  １０名分 

・昭５９.１０.２６統一行動事案    ６名分 

 

○報告事項  

１ 地方公務員法の改正に伴う佐賀県職員の任用に関する規則の改正の検討状況について 

 

  地方公務員法の改正に伴う佐賀県職員の任用に関する規則の改正について、候補者名簿の提示

人数の改正及び昇任に関する規定の改正について、検討状況を事務局から報告した。 

 

２ 地方公務員の退職管理の適正の確保について 

 

佐賀県職員の退職管理に関する規則（案）について、検討状況を事務局から説明した。 

 

３ ２０１６年民間給与実態調査等に関する申し入れについて 

 

佐賀県職員労働組合、佐賀県教職員組合及び自治労佐賀県本部の連名で、委員長あてに提出さ

れた「２０１６年民間給与実態調査等に関する申し入れ」について、事務局から報告した。 

 

○その他 

１ 行事予定について 

 

 


